
令和３年 ９月１３日 

会員各位 

紀州有田商工会議所 

  

白露の候、会員各位におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、食品衛生法の改正により、本年 6 月より「HACCP 義務化」が開始されました。 

 今般、HACCP を運用する中で自社実態に合っているのか、運用課題や問題点などの相

談について、HACCP の専門家を招いて個別での窓口相談会を開催致します。 

 事前予約制となっておりますので相談希望の際はお早めにお申し込みください。 

 

記 

  

   １．開催日   令和３年 １０月２２日㈮ 

    

   ２．時 間   １３時００分～１６時００分 (各相談１時間) 

  

   ３．会 場   紀州有田商工会議所 ５階 小会議室 

 

   ４．講 師   株式会社 松野商会 代表取締役  松野 充浩 氏 

                             （JHTC 南近畿エリアオフィサー） 

            

   ５．申 込   紀州有田商工会議所へご連絡下さい。※事前予約制 

           TEL.0737-83-4777 FAX.0737-83-4782 

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 

 

HACCP 窓口相談会申込書 (10/22)   FAX.83-4782 

 

事業所名  氏  名  

住  所  T  E  L  

希望時間    □13 時～     □14 時～      □15 時～ 

希望時間に先約がある場合、事務局よりご連絡致します。 

食品製造事業者向け 

ＨＡＣＣＰ窓口相談会 

制度改正に伴う専門家派遣等事業 


